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寄居警察署 

黒田駐在所 

☎584-4074 

 
 
 
 
寄居警察署管内では 
  「警察官」や「市役所職員」等 
を騙り、還付金を促す電話やキャッシュカードを預かりに行くと
いう内容の電話が毎日のようにかかってきている状況です。 
 被害に遭わないための対策として、ナンバーディスプレイ対応
の電話機へ変更し「電話番号未通知」の電話には出ないようにす
る、また、登録電話番号以外は録音されるとのメッセージが流れ
る特殊詐欺防止電話も家電量販店などで15000円位から購入できる
ので、特殊詐欺の被害に遭わないためにも、対策を講じるように
しましょう。 
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★ 全国重点 
 ・ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 
 ・ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 
 ・ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 
★ 埼玉県重点 
 ・ 自転車への交通反則通告制度（青切符）導入に伴う交通ルールの遵守とヘルメット着用  
   推進 
 ・ 横断歩道における歩行者優先の徹底 
 

 

 

 

 振り込め詐欺被害防止や犯罪の予防指導、地域の警戒を兼ねて警察官が巡回

連絡を実施し、住所確認や氏名・生年月日、緊急連絡先等をお伺いすると思い

ますが、ご協力をお願い致します。 

 尚、お伺いした情報につきましては、大規模災害発生時等の参考とさせてい

ただいております。 

 

※ 不審に思われた時は、 

   寄居警察署 ０４８－５８１－０１１０（代） 

                地域課までお問合せ下さい。 


